
 
 

「石川県中小企業者持続化補助金」の６次公募開始について 

 
令和６年能登半島地震・令和６年奥能登豪雨の被害を受けた中小企業の

事業再開を支援する「石川県中小企業者持続化補助金」の６次公募を７月
１６日（水）より開始します。 
 
 

● 事業概要 

対象者 ：令和６年能登半島地震および令和６年奥能登豪雨で被災した中小企業 

   ※令和６年奥能登豪雨災害からの復旧につき、対象市町は 

    七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町の３市３町 

対象経費：販路開拓や商品開発等の前向きな取組に係る経費 

補助額 ：上限２００万円（直接被害）上限１００万円（間接被害） 

補助率 ：１／２ 

 

● 募集期間 令和７年７月１６日（水）～令和７年９月１６日（火） 

 

● 問い合わせ先 

  石川県産業創出支援機構成長プロジェクト推進部新商品・サービス開発支援課 

 ０７６－２６７－５５５１ 

石川県商工労働部経営支援課 経営支援グループ 

 ０７６－２２５－１５２５ 

 

＜参考＞ 

●これまでの公募状況について 

 ・公募期間：１次公募 令和６年２月２８日（水）～４月１５日（月） 

       ２次公募 令和６年４月２６日（金）～６月１０日（月） 

       ３次公募 令和６年６月２８日（金）～８月２６日（月） 

   ４次公募 令和６年１２月４日（水）～令和７年１月２７日（月） 

   ５次公募 令和７年４月２８日（月）～６月９日（月） 

 ・採択件数：１次公募 ４５件 

       ２次公募 ２５件 

       ３次公募 ３０件 

       ４次公募 ３１件 

令和７年７月１６日 

経営支援課 
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